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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 46(オ)138 原審裁判所名 広島高等裁判所松江支部 

事件名 貸金請求 原審事件番号 昭和 42(ネ)82 

裁判年月日 昭和 48 年 7 月 3 日 原審裁判年月日 昭和 45 年 11 月 27 日 

法廷名 最高裁判所第三小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 27 巻 7 号 751 頁   

 

判示事項 民法一一七条と無権代理人を相続した本人の責任 

裁判要旨 無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法一一七条により相手方に債務

を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあつ

たことを理由として、右債務を免れることができない。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。      

 上告費用は上告人らの負担とする。 

理    由 

 上告代理人君野駿平の上告理由第一点について。 

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決（その引用する第一審判決を含む。以下同じ。）

挙示の証拠に照らし首肯するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができ

ない。 

同第二点について。 

民法一一七条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであつて、このこ

とは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の

右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたから

といつて右債務を免れることはできないと解すべきである。まして、無権代理人を相続した共

同相続人のうちの一人が本人であるからといつて、本人以外の相続人が無権代理人の債務を

相続しないとか債務を免れうると解すべき理由はない。 

してみると、これと同旨の原審の判断は正当として首肯することができる（原判示のいう損

害賠償債務、責任は履行債務、責任を含む趣旨であることが明らかである。）。 

なお、所論引用の判例（最高裁昭和三五年（オ）第三号同三七年四月二〇日第二小法廷判

決・民集一六巻四号九五五頁）は、本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為が当然に

有効となるものではない旨判示したにとどまり、無権代理人が民法一一七条により相手方に

債務を負担している場合における無権代理人を相続した本人の責任に触れるものではないか

ら、前記判示は右判例と抵触するものではない。 

論旨は採用することができない。 

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。 

（裁判長裁判官 天野武一 裁判官 関根小郷 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄 

裁判官 高辻正己） 
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※参考：判例タイムズ 299 号 288 頁、判例時報 713 号 57 頁、金融商事判例 379 号 7 頁 

 

 


